
〇　１階には、諸団体の事務室が入ります。エレベーターもあり、１階と２階の移動で使えます。

Ａ　会議室 〇　地域協議会やいろいろな団体の会議に利用可能。４０人収容可能。

Ｂ　図書室 〇　幅広いジャンルの本の閲覧と貸出ができる。

Ｃ　高齢者ふれあい室 〇　畳の部屋や流し台あり。

Ｄ　ふれあいスペース
〇　高齢者と子どもたちがふれあうことができる。床はクッション性
　のあるシート材使用。

上記のC・Ｄ 〇　２つはつながっているが、使用目的により、仕切ることができる。

Ｅ　遊戯室
〇　現在の児童館が入るスペースで、現在よりも少し広くなる。
〇　ウッドデッキあり。床はクッション性があり、安全である。

〇　２階には、体育館があります。３つの部屋は、使用目的によりいろいろな使い方ができます。

Ｆ　学習室
〇　公民館講座が開催される。７０人収容できるが、５０人と２０人分
　に分割して使用することができる。

Ｇ　調理実習室
〇　一般的な壁向きキッチン（壁に向かって調理をするタイプ）で、幅
　は２７０センチである。机と椅子を置いて食事が可能。
〇　調理実習室として使わない時には、会議室として利用可能である。
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階

２
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Ｈ　多目的ホール
　　　　　　（体育館）

〇　バレーボールなら、９人制・６人制とも１面。バドミントン・ミ
　ニバレーボールなら、３面。
〇　バスケットボールは、入口側にゴールが１つあり。スリーオンス
　リーやスリーバイスリー等に使用できる。
〇　床はクッション性のあるシート材を使用。

　地域協議会は、①「地域の課題や市の施策について地域の意見を市長に提言する」
　　　　　　　　②「地域の情報交換や各種団体との連絡・調整を図り、地域での課題や問題を解決
　　　　　　　　　するための取り組みを行う」という二つの重要な役割を担っています。

「生目地域協議会だより」は協議会で話し合った内容や、地域に関連した出来事をお伝えします。

発行：宮崎市生目地域センター　地域協議会事務局
　　　宮崎市大字浮田３１５３－１　TEL　４8-1111　　FAX　３０-４００１

【令和４年 １ 月】

第 2 回 ・ 第 ３ 回 地 域 協 議 会 （ 定 例 会 ） の 開 催

お知らせ

　現在　生目公民館跡地に建設中の施設の正式名称が決まりましたので、
お知らせします

　名称は　生目地区交流センターです

　　公民館をひきつぎながら、交流センターとして、より多くの人が利用できるようにしたい
との思いで作られた施設です。
　施設内には、生目地域センター、生目公民館、生目地区振興会（まちづくり推進委員会）、
地域包括支援センター、地区社会福祉協議会、遊戯室（生目児童館）などが入ります。

令和４年４月中旬に開所予定です。詳細は、決まり次第連絡させていただきます。

第３回協議会で説明された内容をここで掲載します。



　第２回は８月３日（火）に、第３回は１２月２日（木）に開催されました。上記以外
の内容を要約してお知らせします。

　　　　　　　　　　　　８月2日から、１１月30日までの４ヶ月間、乗合タクシーの試験運行
　　　　　　　　　　　が行われました。その結果の概要をお知らせします。

　　　　　　　　　　　〇登録申請者　１６８名　　〇年代別には、６５歳以上が、９８％。

　　　　　　　　　　　〇利用状況は、２１人が利用（１６８名中）。

　　　　　　　　　　　〇期間中の利用件数　９５件（のべ利用人数は、１０４名）

　　　　　　　　　　　〇利用目的は、「病院」６０．３％　「買い物」「金融機関」と続く。

　　　　　　　　　　　〇利用率は、　２８．２％

　今後、登録者に「アンケート」を実施し、良かった点は何か、またどういう工夫が必要かをお
聞きすることで、本格運行に向けて、準備を進めていきたいと思います。本格運行になった際に
は、より多くの住民の皆さんのご利用をお願いします。

第 2 回 ・ 第 ３ 回 地 域 協 議 会 （ 定 例 会 ） の 開 催

「生きいき号　生目地区乗合タクシー」について

　協議会の各委員から、地域の課題と思われることを出していただいたものの中から、３つに
絞り、協議しました。
　出された課題は次のとおりです。
　　①　自治会への未加入者を加入促進し、加入率を高める必要がある。
　　②　自治会長の任期を複数年化できないか。
　　③　地域コミュニティ活動交付金事業実行委員の若返り　及び　委員の増員対策
　対策について
　　それぞれの課題について、全員の委員の方々から、貴重な種々の意見が出されました。
　　具体的な対策やユニークな発想の意見も出されました。今、次の協議会がより有意義なも
　のになるように、出されたご意見を精査しているところです。
　　加入促進や任期の課題、委員の増員とか、どこの地区も抱えるものですが、私たちの地区
　を、よりよくするために、みなさん頑張っておられます。
　　今後、地域協議会から、協力依頼がありましたら、ご協力よろしくお願いします。

「協議　各団体の課題・地域の課題」について

地域協議会は、どなたでも傍聴すること
ができます。希望される方は事前に生目
地域センターまでご連絡ください。
（ 48-1111)

　　本年度の開催予定
　　　　第４回　　３月２４日（木）
　　　　場所：生目の杜アイビースタジアム会議室
　　      時間：１９：００～

【お知らせ】

生目地区乗合タクシー運行協議会

生目地区乗合タクシー

タクシーのステッカー

「生目中学校及び生目南中学校における校区の課題」について

　　継続審議されていたこの課題について、今回は生目小学校で実施されたアンケート結果の
報告を受けてから、審議しました。
　アンケートの結果
　　①　生目南中学校進学希望者が、保護者２９名、児童２６名いる。
　　②　意見の自由記述では、進学先は自由でいいという意見もあるが、反対の意見もある。
　地域協議会としての結論
　　①②のように、生目南中学校への希望者がいて、また自由選択への反対意見もあること
　から、要望書提出は、審議の結果、取り下げることになりました。


